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全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会  

代表 多田 雅史  

 

前略  

当会は、令和元年６月８日、貴殿に対して、我が国のベンゾジアゼピン薬害

の被害実態を隠蔽してきた貴センター（NCNP：National Center of Neurology 

and Psychiatry）の松本俊彦薬物依存研究部長について、その隠蔽工作に強く

抗議し、工作の主犯である松本俊彦医師の解任を請求した。その後、当会は、

松本俊彦同部長の言動について調査を継続したところ、同部長の言動は極めて

遺憾であり、改めて、ＮＣＮＰの薬物依存研究部長の職に留まることが不適切

であると判断したため、再度、松本俊彦同部長の解任を強く請求する。  

 また、同部長は、NHK 放送 E テレの薬物依存症番組に出演し、不適切かつ

刑法に違反する意見等を述べていたため、当会は、日本放送協会 放送総局長 

専務理事 木田 幸紀 様宛に、『日本放送協会の放送番組から「松本俊彦医

師（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター：NCNP）」を除外す

る要求書』を郵送したため、今回、貴殿にも同封する。  

なお、本解任請求書は当会会員、協力弁護士、協力医、報道機関、医療過誤

団体、野党政党等の約３００カ所へも送信する。  

Ⅰ．解任請求書の趣旨 

 ＮＣＮＰの松本俊彦薬物依存研究部長は、以下の理由により、同職に就くこ

とが不適格であるため、松本俊彦同部長の解任を請求する。  
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１．理由１ 松本俊彦医師は国内で生じているベンゾジアゼピン副作用による

「ベンゾジアゼピン薬害」を否定していること 

２．理由２ 松本俊彦医師は米国で、現在、社会問題化しているオピオイド薬

害についても否定していること 

３．理由３ 松本俊彦医師は国内の違法薬物犯罪者に対して刑事責任を問うべ

きでないなどと不法な提案をし、我が国での違法薬物の蔓延を助長してい

ること  

 

Ⅱ．解任請求書の理由及び背景 

１．理由１ 松本俊彦医師は国内で生じているベンゾジアゼピン副作用による

「ベンゾジアゼピン薬害」を否定していること 

（１）我が国は INCB から「不適切なベンゾジアゼピン処方があり、世界最

大のベンゾジアゼピン消費国である」との警告を受け、厚生労働省（MHLW）

は国内消費量を削減するため、ベンゾジアゼピン処方の診療報酬を削減改

定する対策を採っている。しかしながら、中医協総会（第４１７回、２０

１９年６月２６日）において、健康保険組合連合会（健保連）理事の幸野

庄司氏は、これまでの改定で向精神薬の長期処方の適正化に取り組んでき

たにもかかわらず、ＢＺ（ベンゾジアゼピン）系薬の数量が大きく変化し

ていない点を厳しく指摘し、健保連によるデータとして、５５％が精神科

を標榜していない診療科から処方されており、「かなり長期にわたって処方

されている」と述べ、「諸外国では累積処方日数を制限している国もあるが、

日本は減算方式で甘い」「厳格な対応をしていく必要がある」と強調したと

報道されている。（資料２）  

（２）これまで、我が国では「ベンゾジアゼピンは薬物依存にならない安全な

薬」だと錯誤され、向精神薬であるにもかかわらず、精神科以外の多様な

診療科において、睡眠導入剤又は抗不安薬などとして大量かつ長期間に処

方されており（資料３）、その結果、多くの患者が「ベンゾジアゼピン薬物

依存」に罹患し、その結果、長期間にわたる重篤な「離脱症状」に苦しめ

られており、その数は数十万人とも言われている。しかし、臨床医は患者

の症状を「ベンゾジアゼピンの副作用」とは認めず、薬物の副作用として
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PMDA（独法 医薬品医療機器総合機構）に報告しないため、MHLW もベ

ンゾジアゼピン副作用患者の正確なデータを調査も把握もしていない。  

（３）一方、諸外国では、１９８０年代にはベンゾジアゼピンの薬物依存性が

警告され、処方期間を短期間（２～４週間）に制限し、対象疾患を制約す

るガイドラインが設けられ、早期から厳しくベンゾジアゼピン処方を規制

している（資料４）。しかしながら、日本では、一旦、「ベンゾジアゼピン

は安全な薬」として承認され汎用された結果、いまだに国内消費量を抑制

できない状態にある。そして、ついに、ベンゾジアゼピン副作用の患者は

処方医師又は製薬会社に対する損害賠償訴訟を起こす者も出始めている。  

（４）そのような状況の中、NCNP の松本俊彦医師は薬物依存の専門家とし

て、ベンゾジアゼピン副作用について、医療過誤訴訟中の裁判所に対して、

以下の趣旨の意見書を提出し、全面的に「ベンゾジアゼピン薬害」を否定

する活動を行っている。したがって、当会は、日本放送協会が松本俊彦医

師を大麻やコカインなどの違法薬物依存の治療番組で採用することに（資

料５）、極めて遺憾であり、忌々しき事態と考えており、松本俊彦医師を御

局の放送番組で採用することに強く反対した。(別紙) 

 また、日本放送協会が「ベンゾジアゼピン薬害」を否定する松本俊彦医

師に加担することは、薬害被害者の心情を踏みにじるものであり、司法で

係争中の一方に組みすることは、公共放送局として極めて不適切である。  

＜松本俊彦医師のベンゾジアゼピンに関する意見書＞  

❶ 医療上処方されたベンゾジアゼピンによる薬物依存は、誰も薬物依存と

呼ばず、医学的治療の対象ではない。  

❷ ベンゾジアゼピンは薬物依存を生じず、医師の処方に従えば、ベンゾジ

アゼピンは薬物依存となる可能性は低い。  

❸ 長年の診療経験において、ベンゾジアゼピン「常用量依存」の患者を

１人も診断したことがなく、「ベンゾジアゼピン常用量依存」という診断

は「理念的診断」である。  

❹ ベンゾジアゼピンの離脱症状は２～３週間で自然軽快する。したがっ

て、患者が長期の離脱症状（遷延性離脱症候群）と訴えるものは、元か

らの疾患である。  
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❺ ベンゾジアゼピン薬物依存の発症は、麻薬や覚せい剤と異なり、誰も

が罹患するわけではなく、ベンゾジアゼピンを服用する患者の性格傾向

に原因がある。  

❻ ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状を訴える患者は、元からの精

神病であり、自分の生きづらさをベンゾジアゼピンのせいにしていると

考えられる。  

❼ モルヒネをはじめとして様々な医療用麻薬（オピオイド）が投与され

ているが、これらの患者のことを誰も薬物依存とは診断しないし、実際、

薬物依存専門治療の対象とはならない。  

 

２．理由２ 松本俊彦医師は米国で、現在、社会問題化しているオピオイド薬

害についても否定していること 

（１）理由１の（４）の＜松本俊彦医師のベンゾジアゼピンの意見書＞の内、

❶から❻項については、前回の解任請求書（令和元年６月８日）で伝えた

が、新たに松本意見書には❼項が記載されていることが判明した。松本俊

彦医師は「モルヒネをはじめとして様々な医療用麻薬（オピオイド）が投

与されているが、これらの患者のことを誰も薬物依存とは診断しないし、

実際、薬物依存専門治療の対象とはならない。」としており、その目的は、

「治療で処方された薬物の副作用では、医師は責任を問われない」とする

ことと推察される。本意見書は平成２７年９月１７日に記述されて裁判所

に提出されたものであり、記述当時は米国におけるオピオイド薬害が大き

く取り上げられていなかった。しかしながら、２０１８年以降、米国にお

けるオピオイド薬害は NIH（米国国立衛生研究所、National Institutes of 

Health）及び NIDA（米国国立薬物乱用研究所、National Institute on Drug 

Abuse）が報告するとおり、米国では２０１７年の１年間で７０，２３７人

が Overdose Death（過量服用死）する事態を生じており（資料６）、トラ

ンプ米国大統領も警告を発している。  

（２）したがって、医療上に処方された依存性薬物が大きな災禍を招いている

事態が明らかにされており、松本俊彦医師の意見は「完全な誤り」である

ことが判明している。そして、NIH は米国におけるベンゾジアゼピンのデ
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ータも報告しており、米国では２０１７年の１年間で１，５２７人が

Overdose Death（過量服用死）していると報告されている。そして、我が

国におけるベンゾジアゼピンの消費量は「米国の６倍」とされているため、

単純計算すれば、日本でも１年間で１万人近い OD 死が存在するはずであ

る。しかしながら、我が国ではベンゾジアゼピン副作用により死亡しても、

「患者の原疾患だ」などとされ、一切、副作用統計には表示されていない。  

（３）同じ依存性薬物が処方されながら、日本ではオピオイドもベンゾジアゼ

ピンも、OD 死も副作用も生じないとされていることは、極めて不自然であ

り、医学的知見と不整合であることは明らかである。そして、最大の問題

点は、「患者が医師の処方に従っていても、ベンゾジアゼピンは薬物依存・

離脱症状等の副作用を生じる」ことにある。また、患者の副作用の発症の

有無は、薬物の処方用量や処方期間、患者の個体差でしかない。  

（４）以上より、当会は、米国において、現在、大きな社会問題となっている

「オピオイド薬害」を根本から否定する NCNP の松本俊彦医師を、極めて

問題視しており、ＮＣＮＰが松本俊彦医師を薬物依存研究部長に就けてお

くことに強く反対する。  

 

３．理由３ 松本俊彦医師は国内の違法薬物犯罪者に対して刑事責任を問わな

いなどと不法な提案をし、我が国での違法薬物の蔓延を助長していること 

（１）最近、我が国では、芸能人のピエール瀧、清原和博、元 KAT－TUN の

田口淳之介などによる大麻やコカインなどの違法薬物の摘発が続いている。

その際、NCNP の松本俊彦医師は刑事裁判に証人として出廷し、「被告の治

療のために寛大な処分」を求める旨の証言をしている。（資料７）。このよ

うな意見は、犯罪未遂者が「違法薬物に手を出しても罪に問われない」「執

行猶予で済む」などと考え、違法犯罪を誘発する危険性が高い。  

（２）また、あろうことか、松本俊彦医師は「もう１つは、医療者は、患者の

違法薬物使用を知った場合、本人に治療意欲があるならば、刑法が課せら

れている守秘義務を優先して警察に通報しないようにするべきです。通報

の理由として、『犯罪の隠匿』として糾弾されるのではないかという不安を

あげる医師もいます。こうした不安を解消するには、国から『患者の違法
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薬物使用を知った医師は、警察通報ではなく、できる限り治療につながる

努力をすべき』という通達を出すなどして、医師を安心させる必要があり

ます」（資料８）などと発言しており、刑法概念を錯誤する「暴論」とも言

えるものである。医師に違法薬物犯罪者を通報しなくてもよい権限を与え

るなど、日本の刑法概念を根底から破壊する発言であり、万一、このよう

な犯罪を隠蔽する権限が医師に与えられれば、却って、違法薬物の犯罪者

を増加させることになるのは必定である。また、違法薬物組織と密約する

医師が出現する恐れもある。  

（３）さらに、松本俊彦医師はピエール瀧の裁判の証言において、「依存症で

はないと認識している」と初公判の場で証言している。そして、「人が依存

症になるかどうかは単純に使用期間や使用量では決まりません。『薬物を一

回でもやったら依存症になる』というのは、明らかに嘘です」などと、医

学的事実に反する意見をしている。何十年もの期間にわたりコカインを違

法に服用していた者が「薬物依存でない」ことはあり得ず、仮にそうであ

れば、ピエール瀧は医学的治療が必要ないことになる。  

（４）もとより、違法薬物使用に対する「医学的治療」と「刑事的責任」はま

ったく独立した別ものであり、違法行為に対する処罰は厳格に行われなけ

ればならない。仮に、松本俊彦医師が主張するような理由で犯罪責任が問

われなくなれば、「家庭の不遇により殺人を犯した者」も同様に、医師が治

療のため、警察に通報しなくても良いことになり、不遇の理由により軽い

処罰で済ますことにもつながってしまう。松本俊彦医師は、これまで精神

科医が違法薬物使用者に対して、薬物使用の背景を踏まえた適切な治療を

行ってこなかったという「過失」を棚に上げて、不法な意見を主張してい

るものと、当会は捉えている。  

（５）以上より、当会は、「松本俊彦医師は、医療上処方された薬物による副

作用を隠蔽することにより医療者を保護し、また、違法薬物犯罪者となっ

た芸能人の裁判において犯罪責任を問わない不法な処分を求めることで自

らの売名行為をしているもの」と考えており、今後、松本俊彦医師の責任

を司法の場において問うていく方針である。  
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４．結論  

ＮＣＮＰの松本俊彦医師は、我が国において処方された依存性薬物によ

り生じている「薬害」に対して、医学的知見に齟齬し、かつ、刑法概念に

不適法な意見を持っているため、当会は、ＮＣＮＰの薬物依存研究部長と

して不適格であり、却って、国内の処方薬物及び違法薬物による依存症患

者を助長し苦しめる結果となり、かつ、「患者の福利を最優先する医療倫理」

と齟齬するため、松本俊彦医師（国立研究開発法人国立精神・神経医療研

究センター：NCNP）をＮＣＮＰの薬物依存研究部長から解任することを

強く請求する。  

草々  

資料 

１ INCB（国際麻薬統制委員会）の２０１０年次報告書（抄）  

２ BZ 系薬、処方実態の解明を求める声（日経ドラックインフォメーション）  

３ 外来で年間１２億錠も出される大問題なあの薬（日経メディカル）  

４ PMDA（独法 医薬品医療機器総合機構）H２９年調査結果報告書（抄） 

５ NHK 放送 E テレ バリバラ 薬物依存症 教えてマーシー先生  

６ NIH 報告書（Overdose Death（過量服用死）、オピオイド図１、ベンゾ

ジアゼピン図８）  

７ 必要なのは刑罰ではなく支援、コカイン使用のピエール瀧容疑者（松本俊

彦証人）  

８ ピエール瀧被告に執⾏猶予判決。証⼈出廷した専⾨家が指摘する「回復し

にくい社会」の問題点とは？（松本俊彦証人）  

以上  

 

     全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会  

 


